
男鹿市告示第４５号 

 

 男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を

次のように定める。 

 

令和５年４月１日 

 

男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告

示 

男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助金交付要綱（令和４年男鹿市告示第

４１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象者） （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者

は、秋田県港湾施設管理条例（昭和34年秋田

県条例第19号。以下「県条例」という。）の

規定に基づき、船川港に設置されたドルフィ

ンで陸揚げされる原油を除く貨物の授受のた

めに、船川港の港湾施設を使用する法人で、

次の各号の全てに該当する者（以下「補助対

象者」という。）とする。 

第３条 補助金の交付を受けることができる者

は、秋田県港湾施設管理条例（昭和34年秋田

県条例第19号。以下「県条例」という。）の

規定に基づき、船川港に設置されたドルフィ

ンで陸揚げされる原油を除く貨物の授受のた

めに、船川港の港湾施設を使用する法人で、

次の各号の全てに該当する者（以下「補助対

象者」という。）とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 船荷証券において、輸出の場合は荷送人

として、輸入の場合は荷受人として記載さ

れ、又は荷役協定書において荷主と記載さ

れていること。ただし、商社経由などの理

由により荷送人、荷受人又は荷主として記

 



改正後 改正前 

載されていない場合は、実質上の荷主であ

ることが確認できること。 

⑶ （略） ⑵ （略） 

 ２ 前項に定める者のほか、船会社又は商社等

の荷主との契約により、実質上の荷主である

ことが確認できる場合は、実質上の荷主を補

助対象者とする。 

（補助金の額等） （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の

１以内の額とする。ただし、前年の利用実績

と比較して、当該年度の利用実績が増加した

者の増加分及び新規で利用した者の新規利用

分については当該利用実績に係る使用料の３

分の２以内の額とする。 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の３分の

１以内の額とする。ただし、過去３か年の利

用実績と比較して、当該年度の利用実績が増

加した者の増加分及び新規で利用した者の新

規利用分については当該利用実績に係る使用

料の２分の１以内の額とする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

（事業実施計画の提出及び受理） （事業実施計画の提出及び受理） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以

下、「申請者」という。）は、事業実施計画

書（様式第１号）に、以下の各号に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以

下、「申請者）という。）は、男鹿市港湾利

用拡大促進事業費補助金事業実施計画書（様

式第１号）に、以下の各号に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 前年度の船川港の利用実績がある場合

は、それを証明する書類 

⑴ 当該年度から前３年度の船川港の利用実

績がある場合は、それを証明する書類 

⑵ 前年度の船川港の利用実績がない者は、

法人の登記事項証明書など事業所の所在地

を確認できる書類 

⑵ 法人の登記事項証明書 

２ 市長は、前項の提出があったときは、内容

を審査の上、適当と認めるときは、事業計画

書受理通知書（様式第２号）を交付するもの

とする。 

２ 市長は、前項の提出があったときは、内容

を審査の上、適当と認めるときは、男鹿市港

湾利用拡大促進事業費補助金事業計画書受理

通知書（様式第２号）を交付するものとす

る。 

３ （略） ３ （略） 

（事業実施計画の中止又は変更等） （事業実施計画の中止又は変更等） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた

申請者は、事業実施計画を変更又は中止する

ときは、事業変更計画書（様式第３号）をあ

らかじめ市長に提出しなければならない。た

だし、計画を変更する場合において、利用実

績の見込みが20パーセント未満である場合は

この限りでない。 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた

申請者は、事業実施計画を変更または中止す

るときは、男鹿市港湾利用拡大促進事業費補

助金事業変更計画書（様式第３号）を予め市

長に提出しなければならない。ただし、計画

を変更する場合において、利用実績の見込み

が20パーセント未満である場合はこの限りで

ない。 

２ 市長は、前項の規定による届出を審査し、 ２ 市長は、前項の規定による届出を審査し、



改正後 改正前 

適当と認めるときは、事業変更計画書受理通

知書（様式第４号）を交付するものとする。 

適当と認めるときは、男鹿市港湾利用拡大促

進事業費補助金事業変更計画書受理通知書

（様式第４号）を交付するものとする。 

（補助金の交付申請及び実績報告等） （補助金の交付申請及び実績報告等） 

第８条 第６条第２項に掲げる通知を受けた申

請者は、事業を終了したときには、補助事業

が終了した日から起算して30日を経過する日

又は当該年度の３月31日のいずれか早い期日

までに、交付申請書兼事業実績書（様式第５

号）及び次の各号に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

第８条 第６条第２項に掲げる通知を受けた申

請者は、事業を終了したときには、補助事業

が終了した日から起算して30日を経過する日

又は当該年度の３月31日のいずれか早い期日

までに、男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助

金交付申請書兼事業実績書（様式第５号）及

び次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

⑴ 船舶代理店証明書（様式第５号別紙１）

（第３条第１項第２号に定める実質の荷主

であるときに限る。） 

⑴ 船舶代理店証明書（様式第５号別紙１）

（第３条第２項に定める実質の荷主である

ときに限る。） 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

⑸ その他市長が必要と認め、指示した書類 ⑸ 船川港の利用実績の一覧表 

＿＿ ⑹ その他市長が必要と認め、指示した書類 

２ 助成事業者は、当該年度における使用料に

応じて交付される補助金の額が第５条第３項

に定める上限に達したときは、事業計画に定

める日にかかわらず、前項に定める書類を市

に提出することができる。 

２ 本補助金の交付を複数年にわたり受ける場

合でも、申請は年度ごとに行うものとする。 

３ 補助金の交付を複数年にわたり受ける場合

でも、申請は年度ごとに行うものとする。 

 

（補助金の交付決定等） （補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の交付申請について規則

第６条の規定に基づき審査し、事業の実施が

確認され、交付するものと決定した場合に

は、交付決定通知書（様式第６号）により、

交付しないものと決定した場合には、不交付

決定通知書（様式第７号）により通知するも

のとする。 

第９条 市長は、前条の交付申請について規則

第６条の規定に基づき審査し、事業の実施が

確認され、交付するものと決定した場合に

は、男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助金交

付決定通知書（様式第６号）により、交付し

ないものと決定した場合には、男鹿市港湾利

用拡大促進事業費補助金不交付通知書（様式

第７号）により通知するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（交付申請書の取下げ） （補助金交付申請書の取下げ） 

第10条 申請者は、前条の通知を受けた場合に

おいて、当該通知に係る補助金の交付の決定

の内容又は条件に不服があるときは、交付申

請書の取下げをすることができる。 

第10条 申請者は、前条の通知を受けた場合に

おいて、当該通知に係る補助金の交付の決定

の内容又は条件に不服があるときは、補助金

交付申請書の取下げをすることができる。 

（補助金の交付） （補助金の交付） 

第13条 （略） 第13条 （略） 



改正後 改正前 

２ 補助対象者は、前項の規定により補助金の

支払を受けようとするときは、交付請求書

（様式第８号）を市長に提出するものとす

る。また、市長は、交付請求書を受理した

後、速やかに補助金を交付するものとする。 

２ 補助対象者は、前項の規定により補助金の

支払いを受けようとするときは、補助金交付

請求書（様式第８号）を市長に提出するもの

とする。又、市長は、請求書を受理した後、

速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し及び返還） （補助金の取消し及び返還） 

第14条 市長は、交付決定通知書を受けた者

が、次の各号のいずれかに該当すると認めら

れる場合、補助金の交付決定若しくは交付を

取り消し、又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることができるもの

とする。 

第14条 市長は、補助金交付決定通知書を受け

た者が、次の各号の一に該当すると認められ

る場合、補助金の交付決定若しくは交付を取

り消し、又は既に交付した補助金の全部又は

一部の返還を命ずることができるものとす

る。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 交付申請書が取下げられたとき。 

 

⑷ 補助金交付申請書が取り下げられたと

き。 

 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

 
 

 



改正後 改正前 

 

 

 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

  



改正後 改正前 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 

 
 

 

 

 

様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 

 
 



改正後 改正前 

様式第５号（第８条関係） 様式第５号（第８条関係） 

 

 

 

 



改正後 改正前 

 

 

 

 



改正後 改正前 

様式第６号（第９条関係） 様式第６号（第９条関係） 

  

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

  



改正後 改正前 

様式第８号（第13条関係） 様式第８号（第13条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に改正前の男鹿市港湾利用拡大促進事業費補助金交付要綱の

規定によってなされた処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定

があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。 


